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   平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金の交付について 

 

 

標記の国庫交付金の交付については、別紙「平成２９年度地域医療再生臨時

特例交付金交付要綱」により行うこととされ、平成２９年４月１日から適用す

ることとされたので通知する。 



 

 

平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金交付要綱 
 

 （通則） 

１ 平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金（以下「交付金」という。）については、予算

の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和３０年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年

厚生省

労働省令第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

 （交付の目的） 

２ この交付金は、福島県が東日本大震災において甚大な被害を受けた地域における医

療提供体制の再構築に向けて策定する医療の復興計画（東日本大震災において甚大な

被害を受けた地域の医療提供体制の再構築に向けた施策について、福島県が定める計

画をいう。以下同じ。）に基づく双葉郡等（※１）の医療提供体制の再構築のための事業

（※２）について支援が必要となったため、福島県に設置する基金の造成に必要な経費

を交付することを目的とする。 

※１ 双葉郡、南相馬市（小高区）、川俣町（山木屋地区）、飯館村及び田村市（都路地区） 

※２ 双葉郡等以外の地域であって、双葉郡等から避難している患者を受け入れるために

必要な支援を行っている事業についても本事業の対象とする。 

 

 （交付対象事業） 

３ この交付金は、平成２１年６月５日医政発第０６０５００８号厚生労働省医政局長通知の

別紙「地域医療再生基金管理運営要領」（以下「管理運営要領」という。）に基づいて、福

島県が行う基金の造成（以下「事業」という。）に必要な経費を交付の対象とする。 

 

 （交付額の算定方法） 

４ この交付金の交付額は、別表の第１欄に定める事業を実施するための総事業費（既に

実施している国庫負担（補助）金対象事業費及び既に実施している地方単独事業費を除

く。）から新規又は拡充する国庫負担（補助）金対象事業に係る国庫負担（補助）金、県

又は事業者（管理運営要領第２（３）に定める事業者をいう。）が負担する額及び寄付金

その他収入額を控除した額と別表の第２欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を

交付額とする。 

 なお、事業ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。 

別紙 



 

（別表） 

１ 事 業 ２ 基準額 

福島県において、東日本大震災により甚大な被害を

受けた地域の医療提供体制の再構築に必要な事業で

あって、双葉郡等にかかるもの（東京電力株式会社福

島第一原子力発電所事故の影響により生じた課題に

対応するための事業を含む。）として、医療の復興計画

で定めるもの 

厚生労働大臣が定める額 

 

 （交付の条件） 

５ この交付金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、厚生労働大臣の承認を受

けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなければならな

い。 

（３）事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労

働大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る経理と他の経理は区別しなければならない。 

（５）交付金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式３による調書を

作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及

び証拠書類を交付金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。 

（６）基金は善良な管理者の注意をもって管理し、２の目的に反して、基金を取り崩し、処

分及び担保に供してはならない。 

（７）福島県は、毎年度基金事業（管理運営要領第１に定める事業をいう。）に係る経理の

精算終了後、別に定めるところにより、事業実施報告書を厚生労働大臣に提出しなけ

ればならない。 

（８）基金を解散する場合には、解散するときに保有する基金の残余額を厚生労働大臣

に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（９）基金の解散後においても、事業者からの返還が生じた場合には、これを国庫に納付

しなければならない。 

（10）基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると厚生労働

大臣が認め、交付金の全部又は一部に相当する額の返納を命じた場合には、厚生労

働大臣が指定する期日までに国庫に返納しなければならない。 

（11）福島県は、基金の取扱いについては管理運営要領の定めるところにより行わなけ

ればならない。 

（12）基金の名称、基金の額、基金事業の概要、基金事業を終了する時期、基金事業の



 

目標について、厚生労働省がホームページに公表した場合には、当該ホームページ

のアドレスを、自らのホームページにおいて速やかに公表しなければならない。 

 

 （申請手続） 

６ この交付金の交付の申請は、別紙様式１による申請書に医療の復興計画及び関係書

類を添えて、平成２９年８月３日までに、厚生労働大臣に提出して行うものとする。  

 

 

 （実績報告） 

７ この交付金の事業実績報告は、基金設置後速やかに（５の（２）に掲げる条件により事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から１

か月を経過した日）又は平成３０年４月１０日のいずれか早い日までに別紙様式２による

報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 

 

 （その他） 

８ 特別の事情により、４、６及び７に定める算定方法、手続きによることができない場合に

は、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。 



 

 

（別紙様式１） 

第         号 

平成○○年○○月○○日 

 

厚 生 労 働 大 臣   殿 

 

県 知 事  ○印  

 

 

平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金の交付申請について 

 

 

標記について、関係書類を添えて次のとおり申請する。 

 

 

１ 交付申請額 金○，○○○，○○○，○○○円 

２ 基金造成経費所要額調書（別紙１） 

３ 基金造成事業計画書（別紙２） 

４ 添付書類 

（１）歳入歳出予算（見込）書抄本 

（２）その他参考となる書類 

 



 

 

（別紙１―１） 

基金造成経費所要額調書 

 

区分 

総事業費 
国庫負担（補助）

金対象事業費等 

県又は事業者 

負担額 

寄付金その他の

収入額 

差引額 

(A-B-C-D) 
基準額 

交付所要額 

（EとFを比較して

少ない方の額） 

（A） 

円 

（B） 

円 

（C） 

円 

（D） 

円 

（E） 

円 

（F） 

円 

（G） 

円 

要綱第４の別表

の事業 
       

合計        



 

 

（別紙１―２） 

基金造成経費所要額調書（事業別） 

 

要綱第４の別表の内訳 

区分 

事業者名 

（施設名等（開設

者名含む）） 

総事業費 
国庫負担（補助）

金対象事業費等 

県負担額 

（別紙1-1の内訳） 

事業者負担額

（別紙1-1の内訳） 

負担額小計 

(C+D) 

寄付金その他の

収入額 

差引額 

(A-B-E-F) 

(A) 

円 

(B) 

円 

(C) 

円 

(D) 

円 

(E) 

円 

(F) 

円 

(G) 

円 

医療の復興計画●の

▲の■に基づく○○

○事業 

○○法人○○

病院 
       

医療の復興計画●の

▲の■に基づく○○

○事業 

○○市立○○

病院 
       

合 計         



 

 

（別紙２） 

基金造成事業計画書 

基金の保有区分 保管予定額 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円） 

 

 

 

 

合計額   

（注）１ 基金の保有区分は、保有形態別に記載すること。 

２ 備考欄は、基金の保有形態別に造成予定年月日、年利率等を記載すること。 

 

 

 



 

 

 

（別紙様式２） 

第         号 

平成○○年○○月○○日 

 

厚 生 労 働 大 臣  殿 

 

 

県 知 事   ○印  

 

 

   平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金の事業実績報告について 

 

 

標記について、関係書類を添えて次のとおり報告する。 

 

１ 交付精算額 金○，○○○，○○○，○○○円 

２ 基金造成経費精算書（別紙１） 

３ 基金造成事業実施状況調書（別紙２） 

４ 添付書類 

（１）条例 

（２）歳入歳出決算（見込）書抄本 

（３）その他参考となる書類 

 

 



 

 

（別紙１） 

基金造成経費精算書 

 

区分 

総事業費 

国庫負担

（補助）金対

象事業費等 

県又は事業

者負担額 

寄付金その

他の収入額 

差引額 

(A-B-C-D) 
基準額 

交付所要額 

（EとFを比較

して少ない

方の額） 

交付決定額 交付金受入額 差引過△

不足額 

(I-G) 

（A） 

円 

（B） 

円 

（C） 

円 

（D） 

円 

（E） 

円 

（F） 

円 

（G） 

円 

(H) 

 円 

(I) 

円 

(J) 

円 

要綱第４の

別表 

の事業 

          

合計           



 

 

（別紙２） 

基金造成事業実施状況調書 

基金の 

保有区分 
造成年月日 保管額 年利率 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円   

合計額     

（注）１ 基金の保有区分は、保有形態別に記載すること。 

２ 備考欄は、基金の保有形態別に造成年月日、年利率等を記載すること。 

 



 

 

（別紙様式３） 

平成２９年度地域医療再生臨時特例交付金調書 

 

平成２９年度 復興庁所管 

県名：       

国 県 

備考 歳出予算

科目 

交付決定

額 
交付率 

歳入 歳出 

科目 予算現額 収入済額 科目 予算現額 
うち交付金

相当額 
支出済額 

うち交付金

相当額 

（項）社会
保障等復
興政策費 
（目）地域
医療再生
臨時特例
交付金 

           

 

（記入要領） 

１ 「国」の「歳出予算科目」は、項及び目（交付決定が目の細分において行われる場合は目の細分まで）を記載すること。 

２ 「都道府県」の「科目」は、歳入にあっては款、項、目、節を、歳出にあっては、款、項、目をそれぞれ記入すること。 

３ 「予算現額」は、歳入にあっては、当初予算額、補正予算額等の区分を、歳出にあっては、当初予算額、補正予算額、予備費支出額、流用増減等の区

分を明らかにして記入すること。 

４ 「備考」は、参考となるべき事項を適宜記入すること。 


